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令和７年議案第５２号 

 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について 

 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のと

おり定めるものとする。 

 

  令和７年５月１２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、刑法（明治４０年法律第４５号）等の一部改正による懲役

及び禁錮の廃止並びに拘禁刑の創設に伴い、所要の整備を図る必要があるからであり

ます。 

  

- 2 -



   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（案） 

 

 （江南市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 江南市職員の給与に関する条例（昭和３０年条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１８条の２第３号及び第４号並びに第１８条の３第１項第１号及び第３項第１

号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （江南市消防団条例の一部改正） 

第２条 江南市消防団条例（昭和３０年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （江南市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第３条 江南市職員退職手当支給条例（昭和３８年条例第３号）の一部を次のように

改正する。 

  第１３条第１項第１号及び第５項第２号、第１４条の見出し及び同条第１項第１

号、第１５条第１項第１号並びに第１７条第４項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （江南市表彰条例の一部改正） 

第４条 江南市表彰条例（昭和３９年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１号及び第２号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （江南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正） 

第５条 江南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年条

例第２５号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

 （江南市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第６条 江南市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第２６号）の一

部を次のように改正する。 

  附則第５項及び第６項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （江南市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第７条 江南市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和４年条例第２７号）の一部

を次のように改正する。 

  第１４条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によ

ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規

定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑

法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」とい

う。）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項にお

いて「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期の

ものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁

錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１６条

に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又

は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期

及び短期を同じくする拘留とする。 

 （人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例

によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例

その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用について

は、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せら

れた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期

を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

 （江南市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理

等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例（以下これらを「刑法等一

部改正法等」という。）の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められて

いる罪につき起訴をされた者は、第１条の規定による改正後の江南市職員の給与に

関する条例第１８条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に

係る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴

をされた者とみなす。 

 （江南市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められて
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いる罪につき起訴をされた者は、第３条の規定による改正後の江南市職員退職手当

支給条例第１３条第１項及び第５項、第１４条第１項（第１号に係る部分に限る。）

並びに第１７条第４項並びに江南市職員退職手当支給条例第１７条第３項の規定の

適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 
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（参 考） 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（案）

の新旧対照表 

 江南市職員の給与に関する条例（第１条関係） 

新 旧 

第18条の2 次の各号のいずれかに該当す

る者には、前条第1項の規定にかかわら

ず、当該各号の基準日に係る期末手当

(第4号に掲げる者にあっては、その支給

を一時差し止めた期末手当)は、支給し

ない。 

 (1)及び(2)   （略） 

 (3) 基準日前1月以内又は基準日から

当該基準日に対応する支給日の前日

までの間に離職した職員(前2号に掲

げる者を除く。)で、その離職した日か

ら当該支給日の前日までの間に拘禁

刑以上の刑に処せられたもの 

 (4) 次条第1項の規定により期末手当

の支給を一時差し止める処分を受け

た者(当該処分を取り消された者を除

く。)で、その者の在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑

に処せられたもの 

第18条の2 同左 

 

 

 

 

 

 (1)及び(2)   （略） 

 (3) 基準日前1月以内又は基準日から

当該基準日に対応する支給日の前日

までの間に離職した職員(前2号に掲

げる者を除く。)で、その離職した日か

ら当該支給日の前日までの間に禁錮

以上の刑に処せられたもの 

 (4) 次条第1項の規定により期末手当

の支給を一時差し止める処分を受け

た者(当該処分を取り消された者を除

く。)で、その者の在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に

処せられたもの 

第18条の3 任命権者は、支給日に期末手

当を支給することとされていた職員で

当該支給日の前日までに離職したもの

が次の各号のいずれかに該当する場合

は、当該期末手当の支給を一時差し止め

ることができる。 

 (1) 離職した日から当該支給日の前日

までの間に、その者の在職期間中の行

第18条の3 同左 

 

 

 

 

 

 (1) 離職した日から当該支給日の前日

までの間に、その者の在職期間中の行
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新 旧 

為に係る刑事事件に関して、その者が

起訴(当該起訴に係る犯罪について拘

禁刑以上の刑が定められているもの

に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第

131号)第6編に規定する略式手続によ

るものを除く。第3項において同じ。)

をされ、その判決が確定していない場

合 

 (2)   （略） 

2   （略） 

3 任命権者は、一時差止処分について、次

の各号のいずれかに該当するに至った

場合には、速やかに当該一時差止処分を

取り消さなければならない。ただし、第

3号に該当する場合において、一時差止

処分を受けた者がその者の在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕

されているときその他これを取り消す

ことが一時差止処分の目的に明らかに

反すると認めるときは、この限りでな

い。 

 (1) 一時差止処分を受けた者が当該一

時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に

処せられなかった場合 

 (2)及び(3)   （略） 

4～6   （略） 

為に係る刑事事件に関して、その者が

起訴(当該起訴に係る犯罪について禁

錮以上の刑が定められているものに

限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131

号)第6編に規定する略式手続による

ものを除く。第3項において同じ。)を

され、その判決が確定していない場合 

 

 (2)   （略） 

2   （略） 

3 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 一時差止処分を受けた者が当該一

時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処

せられなかった場合 

 (2)及び(3)   （略） 

4～6   （略） 
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 江南市消防団条例（第２条関係） 

新 旧 

 (欠格条項)  (欠格条項) 

第5条 次の各号のいずれかに該当する者

は、団員となることができない。 

 (1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その

執行を終わるまでの者又はその執行

を受けることがなくなるまでの者 

 (2)及び(3)   （略） 

第5条 同左 

 

 (1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執

行を終わるまでの者又はその執行を

受けることがなくなるまでの者 

 (2)及び(3)   （略） 

  

 

 江南市職員退職手当支給条例（第３条関係） 

新 旧 

 (退職手当の支払の差止め)  (退職手当の支払の差止め) 

第13条 退職をした者が次の各号のいず

れかに該当するときは、当該退職に係る

退職手当管理機関は、当該退職をした者

に対し、当該退職に係る一般の退職手当

等の額の支払を差し止める処分を行うも

のとする。 

 (1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該

起訴に係る犯罪について拘禁刑以上

の刑が定められているものに限り、刑

事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6

編に規定する略式手続によるものを

除く。以下同じ。)をされた場合におい

て、その判決の確定前に退職をしたと

き。 

 (2)   （略） 

2～4   （略） 

5 第1項又は第2項の規定による支払差止

第13条 同左 

 

 

 

 

 

 (1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該

起訴に係る犯罪について禁錮以上の

刑が定められているものに限り、刑事

訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編

に規定する略式手続によるものを除

く。以下同じ。)をされた場合におい

て、その判決の確定前に退職をしたと

き。 

 (2)   （略） 

2～4   （略） 

5 同左 
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新 旧 

処分を行った退職手当管理機関は、次の

各号のいずれかに該当するに至った場合

には、速やかに当該支払差止処分を取り

消さなければならない。ただし、第3号に

該当する場合において、当該支払差止処

分を受けた者がその者の基礎在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕さ

れているときその他これを取り消すこと

が支払差止処分の目的に明らかに反する

と認めるときは、この限りでない。 

 (1)   （略） 

 (2) 当該支払差止処分を受けた者につ

いて、当該支払差止処分の理由となっ

た起訴又は行為に係る刑事事件につ

き、判決が確定した場合(拘禁刑以上

の刑に処せられた場合及び無罪の判

決が確定した場合を除く。)又は公訴

を提起しない処分があった場合であ

って、次条第1項の規定による処分を

受けることなく、当該判決が確定した

日又は当該公訴を提起しない処分が

あった日から6月を経過した場合 

 (3)   （略） 

6～10   （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)   （略） 

 (2) 当該支払差止処分を受けた者につ

いて、当該支払差止処分の理由となっ

た起訴又は行為に係る刑事事件につ

き、判決が確定した場合(禁錮以上の

刑に処せられた場合及び無罪の判決

が確定した場合を除く。)又は公訴を

提起しない処分があった場合であっ

て、次条第1項の規定による処分を受

けることなく、当該判決が確定した日

又は当該公訴を提起しない処分があ

った日から6月を経過した場合 

 (3)   （略） 

6～10   （略） 

 (退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場

合等の退職手当の支給制限) 

 (退職後禁錮以上の刑に処せられた場合

等の退職手当の支給制限) 

第14条 退職をした者に対しまだ当該退

職に係る一般の退職手当等の額が支払

われていない場合において、次の各号の

いずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をし

第14条 同左 
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新 旧 

た者(第1号又は第2号に該当する場合に

おいて、当該退職をした者が死亡したと

きは、当該一般の退職手当等の額の支払

を受ける権利を承継した者)に対し、第

12条第1項に規定する事情及び同項各号

に規定する退職をした場合の一般の退

職手当等の額との権衡を勘案して、当該

一般の退職手当等の全部又は一部を支

給しないこととする処分を行うことが

できる。 

 (1) 当該退職をした者が刑事事件(当

該退職後に起訴をされた場合にあっ

ては、基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に限る。)に関し当該退職後に

拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

 (2)及び(3)   （略） 

2～6   （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 当該退職をした者が刑事事件(当

該退職後に起訴をされた場合にあっ

ては、基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に限る。)に関し当該退職後に

禁錮以上の刑に処せられたとき。 

 (2)及び(3)   （略） 

2～6   （略） 

 (退職をした者の退職手当の返納)  (退職をした者の退職手当の返納) 

第15条 退職をした者に対し当該退職に

係る一般の退職手当等の額が支払われ

た後において、次の各号のいずれかに該

当するときは、当該退職に係る退職手当

管理機関は、当該退職をした者に対し、

第12条第1項に規定する事情のほか、当

該退職をした者の生計の状況を勘案し

て、当該一般の退職手当等の額(当該退

職をした者が当該一般の退職手当等の

支給を受けていなければ第10条第3項、

第6項又は第8項の規定による退職手当

の支給を受けることができた者(次条及

び第17条において「失業手当受給可能

第15条 同左 
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新 旧 

者」という。)であった場合には、これら

の規定により算出される金額(次条及び

第17条において「失業者退職手当額」と

いう。)を除く。)の全部又は一部の返納

を命ずる処分を行うことができる。 

 (1) 当該退職をした者が基礎在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し拘禁

刑以上の刑に処せられたとき。 

 (2)及び(3)   （略） 

2～6   （略） 

 

 

 

 

 

 (1) 当該退職をした者が基礎在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられたとき。 

 (2)及び(3)   （略） 

2～6   （略） 

 (退職手当受給者の相続人からの退職手

当相当額の納付) 

 (退職手当受給者の相続人からの退職手

当相当額の納付) 

第17条   （略） 

2及び3   （略） 

4 退職手当の受給者が、当該退職の日か

ら6月以内に基礎在職期間中の行為に係

る刑事事件に関し起訴をされた場合に

おいて、当該刑事事件に関し拘禁刑以上

の刑に処せられた後において第15条第1

項の規定による処分を受けることなく

死亡したときは、当該退職に係る退職手

当管理機関は、当該退職手当の受給者の

死亡の日から6月以内に限り、当該退職

手当の受給者の相続人に対し、当該退職

をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑

以上の刑に処せられたことを理由とし

て、当該一般の退職手当等の額(当該退

職をした者が失業手当受給可能者であ

った場合には、失業者退職手当額を除

く。)の全部又は一部に相当する額の納

付を命ずる処分を行うことができる。 

第17条   （略） 

2及び3   （略） 

4 退職手当の受給者が、当該退職の日か

ら6月以内に基礎在職期間中の行為に係

る刑事事件に関し起訴をされた場合に

おいて、当該刑事事件に関し禁錮以上の

刑に処せられた後において第15条第1項

の規定による処分を受けることなく死

亡したときは、当該退職に係る退職手当

管理機関は、当該退職手当の受給者の死

亡の日から6月以内に限り、当該退職手

当の受給者の相続人に対し、当該退職を

した者が当該刑事事件に関し禁錮以上

の刑に処せられたことを理由として、当

該一般の退職手当等の額(当該退職をし

た者が失業手当受給可能者であった場

合には、失業者退職手当額を除く。)の全

部又は一部に相当する額の納付を命ず

る処分を行うことができる。 
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新 旧 

5～8   （略） 5～8   （略） 

  

 

 江南市表彰条例（第４条関係） 

新 旧 

 (資格の喪失)  (資格の喪失) 

第5条 次の各号のいずれかに該当する者

は、表彰を受けることができない。 

 (1) 拘禁刑以上の刑に処せられその執

行を終わるまでの者 

 (2) 拘禁刑以上の刑に処せられその執

行を受けることがなくなるまでの者 

 (3)   （略） 

第5条 同左 

 

 (1) 禁錮以上の刑に処せられその執行

を終わるまでの者 

 (2) 禁錮以上の刑に処せられその執行

を受けることがなくなるまでの者 

 (3)   （略） 

  

 

 江南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（第５条関係） 

新 旧 

 (退職報償金支給の制限)  (退職報償金支給の制限) 

第6条 退職報償金は、次の各号のいずれ

かに該当する者に対しては支給しない。 

 (1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

 (2)～(4)   （略） 

第6条 同左 

 

 (1) 禁錮
こ

以上の刑に処せられた者 

 (2)～(4)   （略） 

  

 

 江南市個人情報の保護に関する法律施行条例（第６条関係） 

新 旧 

   附 則    附 則 

1～4   （略） 1～4   （略） 

5 次に掲げる者が、正当な理由がないの

に、この条例の施行前において旧実施機

関が保有していた個人の秘密に属する

5 次に掲げる者が、正当な理由がないの

に、この条例の施行前において旧実施機

関が保有していた個人の秘密に属する
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新 旧 

事項が記録された旧保有個人情報を含

む情報の集合物であって、一定の事務又

は業務の目的を達成するために特定の

旧保有個人情報を電子計算機を用いて

検索することができるように体系的に

構成したもの(その全部又は一部を複製

し、又は加工したものを含む。)をこの条

例の施行後に提供したときは、2年以下

の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処す

る。 

 (1)及び(2)   （略） 

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関

して知り得たこの条例の施行前におい

て旧実施機関が保有していた旧保有個

人情報をこの条例の施行後に自己若し

くは第三者の不正な利益を図る目的で

提供し、又は盗用したときは、1年以下の

拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 

事項が記録された旧保有個人情報を含

む情報の集合物であって、一定の事務又

は業務の目的を達成するために特定の

旧保有個人情報を電子計算機を用いて

検索することができるように体系的に

構成したもの(その全部又は一部を複製

し、又は加工したものを含む。)をこの条

例の施行後に提供したときは、2年以下

の懲役又は100万円以下の罰金に処す

る。 

 (1)及び(2)   （略） 

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関

して知り得たこの条例の施行前におい

て旧実施機関が保有していた旧保有個

人情報をこの条例の施行後に自己若し

くは第三者の不正な利益を図る目的で

提供し、又は盗用したときは、1年以下の

懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

7及び8   （略） 7及び8   （略） 

  

 

 江南市情報公開・個人情報保護審査会条例（第７条関係） 

新 旧 

 (罰則)  (罰則) 

第14条 第4条第5項の規定に違反して秘

密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又

は50万円以下の罰金に処する。 

第14条 第4条第5項の規定に違反して秘

密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50

万円以下の罰金に処する。 
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令和７年議案第５３号 

 

   市民文化会館大・小ホール舞台音響スピーカー売買契約の締結について 

 

 令和７年４月９日指名競争入札に付した市民文化会館大・小ホール舞台音響スピー

カーの購入について、下記のとおり契約を締結するため、江南市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１３号）第３条の規

定に基づき、議会の議決を求める。 

 

  令和７年５月１２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

記 

 

１ 契約の目的  市民文化会館大・小ホール舞台音響スピーカーの購入 

２ 契約の方法  指名競争入札 

３ 契 約 金 額  金 ９８，５６０，０００円 

４ 契約の相手方  清須市春日五反地１８番地 

アプロ通信株式会社 中部支社 

支社長 長尾 昭人 

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、市民文化会館大・小ホール舞台音響スピーカーを購入する

ため、必要があるからであります。 
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（参　考）
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令和７年議案第５４号 

 

 

令和７年度江南市一般会計補正予算（第２号） 

                    

 

 令和７年度江南市の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 375,973千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 37,402,712千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

  令和７年５月１２日提出 

 

 

                      江南市長  澤田 和延 
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出

,519 375,97

予

3 2,675,492

算

歳　　入

補

　　合　　計 37,0

正

26,739 375,

歳

973 37,402,

　

712

入

款 項 補正

第

前の額 補　正　額 計

千

１

円 千円 千円

表

19 繰 入 金 2,3

　

00,524 375,

歳

973 2,676,4

入

97

1

歳

基 金 繰 入 金 2,299
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歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

3 民 生 費 18,484,367 374,279 18,858,646

3 生 活 保 護 費 1,108,069 374,279 1,482,348

7 商 工 費 804,933 1,694 806,627

1 商 工 費 804,933 1,694 806,627

歳　　出　　合　　計 37,026,739 375,973 37,402,712
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24 375,973 2,676,497

款

歳 入 合 計 3

補

7,026,739 3

正

75,973 37,4

前

02,712

の予算額 補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

19 繰 入 金 2,300,5

18,484,367 374,279 18,858,646

7 商 工 費 804,933 1,694 806,627

（歳 

歳 出 合 計 37,026,739 375,973 37,402,712

 出

款 補正前の予算額 補

）

正予算額 計

千円 千円 千円

生 費3 民
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374,279

1,694

補

375,973

正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円
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２ 

額

19 繰入金 2,300,524 375,973 2,676,497

1 基金繰入金 2,2

 

99,519 375,973 2,675,492

1 基金繰入

科

金 2,299,519

 

375,973 2,675,492

歳

   目 補  

計 37

正

,026,739 37

 

5,973 37,40

 

2,712

１９款  

 

前

繰入金

  の 補          正

計

 

款 項 目 予

入

    算    額 予    算    
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区　　　分 金　　　額

［単位：千円］　　

1基 金 375,973  [財政課] 
繰 入 金 江南市財政調整基金繰入金

節

説 　　　　　　　　　　　　　　　明
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３　

民

13使 用 料 676
及 び

生

賃 借 料

費

補正前の 補  

18負担金、 350

 

,000

 

　

  正
特

補助及び

定財源
目 計

交

予

付 金

３

 算 額 予  算  

項

額 一般財源 区  分 金

　

  額

生

計 1,108,069 374,279 1,482,348 374,279

　７款　商工費
　１項　商工費 ７－１－２　企業誘致推進費　［単位：千円

活

］　　

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 節

補正前の 補      正
特定財源

目 計
予

保

 算 額 予  算  額 一般財源 区  分 金  額国  県
地方債 その他

支出金

国  

 2

歳

護

県

企 業 331,658 1

地

,694 333,35

方

2 1,694 12委 託

債

料 1,694 〔曽本地

そ

区工業用地整備推進事

の

業〕 1,694

他
支出

  誘 致

金

費

  推 進 費

３

計 804,933 1,694 80

－

6,627 1,694

 1

３

生 活 1,108,06

－

9 374,279 1,

１

482,348 374

　

,279  3職 員 73

生

2 〔物価高騰対応重点

活

支援給付金支給事業（

　

保

374,279

護費　

  保 護 費

［単位

手 当

：

等

千円

 

　

］

 調整給付分）〕

　　

・物価高騰対応重点支援給付金支給事業（不

出

10需 用 費 717   足額給付分）

　

補 正

11役 務 費 1

 

4,147

３

予 算 額 の 財 

款

源 内 

12

訳

委 託 料 8,007

節
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３　

民

   

 印刷製本

 

費 165  内容　物価

 

高騰対応重点支援給付

 

金（不足額給付分）

    

生

 

   一般事業

 

用  　　　の支給

     

11 役務費 1

 

4,147

  

費

明

   郵便料 3,419
  

　

 電話料 3
   電話架設料 14

３

   人材派遣手数料 8,998
   口座振込手数料 1,713

12 委託料 8,

項

007
   システム構築委託料

13 使用料及び賃借料 676
   コピー機借上料 58
   

　

パソコン等借上料 618
18 負担

事

金、補助及び交付金 3

 

50,000

  

   物価高騰対応重

 

点支援給付金（不

  

   足額給付分

生

 

）

      

　７款　

 

商工費
　１項　商工費

 

７－１－２　企業誘致

業

推進費　［単位：千円

活

備

］　　

    

説   

 

          

 

          

 

          

 

明

 

保

   

事      

 

         業

 

備         

 

      考

考

歳

護

〔曽本地区工業用地整備推進事業〕 1,694

費

12 委託料  ★★★★★　政策的事業（戦略プロジェクト）　★★★★★

３

   資料作成委託料
  関係機関協議に必要な資料の作成

－３－１　生

〔物価高騰対応重点

活

支援給付金支給事業（

　

保

374,279

護費　［単位：千円

 

　

］

 調整給付分）〕

　　

・物価高騰対応重点支援給付金支給事業（不

出

  足額給付分）

　

3 職員手当等 732  ★★★★★　政策的事業　★★★★★

３

   時間外勤務手当
10 需用費 717  目的　エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を

款

説

 消耗品費 552

 

 　　　受けた定額減

 

税の恩恵を十分に受け

 

られないと

　

    

   

 

一般事業用  　　　見

 

込まれる世帯への支援
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１ 事業目的

する。

２ 事業内容

（1） 対象者

（2）

①Ａ－Ｂの差額（1万円単位）

Ａ：不足額給付時調整給付所要額（令和7年）

Ｂ：当初給付時調整給付所要額（令和6年）

②1人当たり原則4万円（定額）

（3）

（4）

（5）

３ 事業費

千円

給付金 千円

事務費 千円

ふくし部ふくし支援課

物価高騰対応重点支援給付金支給事業（不足額給付分）

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により、生活への負担感が大きい中、定額減税の恩恵

を十分に受けられないと見込まれる所得水準の方に対し、負担軽減を図るため重点支援給付金を支給

①当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額（令和6年分推計所得税額）

を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した

のちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

②個別に書類の提示（申請）により、給付要件を確認して給付する必要がある方

（＝本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯

の世帯主・世帯員にも該当しなかった方）

例）青色事業専従者、事業専従者（白色）の方

　　合計所得金額48万円超の方

支給額

支給方法

支給案内書の送付によるプッシュ型（申請不要）での支給

支給要件確認書の送付による申請型での支給

支給要件確認書の提出期限

令和7年10月31日（金）

支給期間

令和7年7月から令和7年11月中旬まで

374,279

350,000

24,279

【参考】令和7年度一般会計補正予算(第2号)説明資料
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